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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月29日(2010.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の映像ストリームを選択する入力選択部と、前記選択された映像ストリームの復号
処理を実行する復号部とを備える映像ストリーム処理装置であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報を取得するストリーム解析部と、
　前記フレームの符号化方式の違いにより異なる基準で復号処理が実行可能かどうかを判
定するスケジューリング部と、
　を備え、
　前記スケジューリング部は、フレームの復号処理が実行可能であると判定した場合に前
記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号処理を実
行することを特徴とする映像ストリーム処理装置。
【請求項２】
　前記スケジューリング部は、前記復号部における前記符号化されたフレームの復号処理
にかかる負荷を評価して当該フレームの復号が実行可能かどうかを判定し、復号処理の実
行を制御することを特徴とする請求項１に記載の映像ストリーム処理装置。
【請求項３】
　複数の映像ストリームを選択する入力選択部と、前記選択された映像ストリームの復号
処理を実行する復号部とを備える映像ストリーム処理装置であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報および当該フレームの符号量を取得するス
トリーム解析部と、
　前記フレームの符号化方式と前記符号量とに基づき前記フレームの復号処理にかかる処
理量を決定し、当該処理量と前記復号部の負荷量とから復号処理が実行可能かどうかを判
定するスケジューリング部と、
　を備え、
　前記スケジューリング部は、フレームの復号処理が実行可能であると判定した場合に前
記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号処理を実
行することを特徴とする映像ストリーム処理装置。
【請求項４】
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　表示画面における映像ストリームの表示形態を決定・変更する出力画面制御部を備え、
　前記スケジューリング部は、前記出力画面制御部において決定・変更された前記表示画
面における表示形態に応じて映像ストリームの再生順における優先度を決定・変更するこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の映像ストリーム処理装置。
【請求項５】
　複数の映像ストリームを選択する入力選択部と、前記選択された映像ストリームの復号
処理を実行する復号部とを備える映像ストリーム処理装置の制御方法であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報を取得するストリーム解析ステップと、
　前記フレームの符号化方式の違いにより異なる基準で復号処理が実行可能かどうかを判
定するスケジューリングステップと、
　を備え、
　前記スケジューリングステップでは、フレームの復号処理が実行可能であると判定した
場合に前記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号
処理を実行することを特徴とする映像ストリーム処理装置の制御方法。
【請求項６】
　複数の映像ストリームを選択する入力選択部と、前記選択された映像ストリームの復号
処理を実行する復号部とを備える映像ストリーム処理装置の制御方法であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報および当該フレームの符号量を取得するス
トリーム解析ステップと、
　前記フレームの符号化方式と前記符号量とに基づき前記フレームの復号処理にかかる処
理量を決定し、当該処理量と前記復号部の負荷量とから復号処理が実行可能かどうかを判
定するスケジューリングステップと、
　を備え、
　前記スケジューリングステップでは、フレームの復号処理が実行可能であると判定した
場合に前記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号
処理を実行することを特徴とする映像ストリーム処理装置の制御方法。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の映像ストリーム処理装置の制御方法をコンピュータに実行させ
ることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムをコンピュータ読み取り可能に記録したことを特徴とする
記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明に係る映像ストリーム処理装置は、複数の映像ストリームを選択する入力選択部
と、前記選択された映像ストリームの復号処理を実行する復号部とを備える映像ストリー
ム処理装置であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報を取得するストリーム解析部と、前記フレ
ームの符号化方式の違いにより異なる基準で復号処理が実行可能かどうかを判定するスケ
ジューリング部と、を備え、
　前記スケジューリング部は、フレームの復号処理が実行可能であると判定した場合に前
記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号処理を実
行することを特徴とする。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、前記スケジューリング部は、前記復号部における前記符号化されたフレームの復
号処理にかかる負荷を評価して当該フレームの復号が実行可能かどうかを判定し、復号処
理の実行を制御することを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明に係る映像ストリーム処理装置は、複数の映像ストリームを選択する入力
選択部と、前記選択された映像ストリームの復号処理を実行する復号部とを備える映像ス
トリーム処理装置であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報および当該フレームの符号量を取得するス
トリーム解析部と、前記フレームの符号化方式と前記符号量とに基づき前記フレームの復
号処理にかかる処理量を決定し、当該処理量と前記復号部の負荷量とから復号処理が実行
可能かどうかを判定するスケジューリング部と、を備え、
　前記スケジューリング部は、フレームの復号処理が実行可能であると判定した場合に前
記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号処理を実
行することを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、表示画面における映像ストリームの表示形態を決定・変更する出力画面制御部を
備え、前記スケジューリング部は、前記出力画面制御部において決定・変更された前記表
示画面における表示形態に応じて映像ストリームの再生順における優先度を決定・変更す
ることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明に係る映像ストリーム処理装置の制御方法は、複数の映像ストリームを選
択する入力選択部と、前記選択された映像ストリームの復号処理を実行する復号部とを備
える映像ストリーム処理装置の制御方法であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報を取得するストリーム解析ステップと、
　前記フレームの符号化方式の違いにより異なる基準で復号処理が実行可能かどうかを判
定するスケジューリングステップと、を備え、
　前記スケジューリングステップでは、フレームの復号処理が実行可能であると判定した
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場合に前記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号
処理を実行することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明に係る映像ストリーム処理装置の制御方法は、複数の映像ストリームを選
択する入力選択部と、前記選択された映像ストリームの復号処理を実行する復号部とを備
える映像ストリーム処理装置の制御方法であって、
　前記選択映像ストリームを解析してフレームの符号化方式がフレーム内予測符号化また
はフレーム間予測符号化のいずれかを示す情報および当該フレームの符号量を取得するス
トリーム解析ステップと、前記フレームの符号化方式と前記符号量とに基づき前記フレー
ムの復号処理にかかる処理量を決定し、当該処理量と前記復号部の負荷量とから復号処理
が実行可能かどうかを判定するスケジューリングステップと、を備え、
　前記スケジューリングステップでは、フレームの復号処理が実行可能であると判定した
場合に前記復号部における復号処理のアルゴリズムおよび実行時の優先度を指定して復号
処理を実行することを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】


	header
	written-amendment

